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生活保護費の不正支出について（第４報） 
 
 

令和３年１月に発覚した、桜福祉事務所において支給義務のない生活保護費を合計

１，２７１万円不正に支出した元職員の行為については、背任罪に該当すると考え、

本日、市長名で埼玉県浦和西警察署長に告訴状を提出しました。 
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